
令和７年７月１日（火） 

質問回答書 

物品・委託役務の名称 奈良県土木積算システム設計・開発・保守業務 

 

上記の物品・委託役務に係る質問について、次のとおり回答します。 

項番 仕様書の該当箇所 質問内容 回答内容 

１ 
仕様書 P3 

５ 適用する積算基準等 

「施工単価は、（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）積算基準データを購入・利用し

ています。」 

とありますが、購入されたデータを無加工でそのまま土木積算システムに取り込める必要

があるという理解でよろしいでしょうか。 

本県は、（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）積算基準データの内容を変更せずに使

用することを求めておりますが、どのように取り込むかは、ベンダーの仕様によるところ

であるため、データの内容が変わらなければ取り込み方法については問いません。 

２ 
仕様書別紙 1_前提要件 P37 

その他非機能要件（案） 

その他現場技術員（積算のアウトソーシング受託事業者）が使用する専用端末は、貴庁舎

内のネットワークに接続される認識で合っているかご教示いただけますでしょうか。 

現場技術員が使用する端末は、当該業務を受託した事業者が所有する端末であり、庁舎外

のネットワークを経由してアクセスすることを想定しています。 

３ 
仕様書別紙 1_前提要件 P37 

その他非機能要件（案） 

その他現場技術員（積算のアウトソーシング受託事業者）が使用する積算システムは正単

価を使用するのか、ダミー単価を使用するのかご教示いただけますでしょうか。 
ダミー単価もしくは単価を非表示とすることを想定しています。 

４ 
仕様書別紙 1_前提要件 P37 

その他非機能要件（案） 

その他現場技術員（積算のアウトソーシング受託事業者）の人数は、積算システム利用者

数：380、定時利用職員数：280、最大同時接続数：280に含まれているかご教示いただけま

すでしょうか。 

含まれていません。 

アウトソーシング分の利用者数：50、最大同時接続数：20 を想定ください。 

５ 
仕様書別紙 1_前提要件 P37 

その他非機能要件（案） 

設計業務委託先が土木積算システムを利用する場合の最大同時接続数をご教示いただけま

すでしょうか。 

別紙 1_前提要件 P37 に設計業務委託先の記載はありません。仮に P25 数量計算書の取り込

みの設計業務委託先の場合はであれば最大同時接続数は、20 を想定しています。 

６ 
入札説明書 P２ 

２ ⑥ 予定価格 

年度ごとの上限がありますが、本業務の検収および御支払も各年度末および設計開発完了

時、運用保守終了時に実施いただける認識でよろしいでしょうか。 

また、運用保守については毎月ごとの御支払としていただく等のご相談は可能でしょうか。 

記載の認識のとおりです。 

また、運用保守費については、毎月の支払となります。 

７ 

入札説明書 P５ 

8 選定評価委員会におけるプ

レゼンテーション及び質疑応

答の実施 

「（６）プレゼンテーションにおける説明内容は提案書記載事項に限るものとし、提案書以

外の資料の提出や提案書記載事項以外の説明は受け付けません。」と記載がありますが、プ

レゼンテーション用に見やすくした資料（説明内容は提案書記載事項）を使用してもよい

かご教示いただけますでしょうか。 

提案書と記載の内容が変わらなければデザインやレイアウト等は問いません。 

８ 

入札説明書 P５ 

８ 選定評価委員会における

プレゼンテーション及び質疑

応答の実施 

プレゼンテーションは、何名まで参加可能がご教示いただけますでしょうか。 

説明者が１名、同伴者（PC の操作等）２名の計３名までを想定しています。なお、詳細に

つきましては、入札説明書に記載のとおり令和７年８月 19 日（火）までに電子メールにて

通知します。 

９ 

仕様書別紙 4_非機能要件一覧 

1-7(7)ネットワーク 

仕様書別紙 1_前提要件 P19 

ネットワーク構成 

仕様書別紙 4_非機能要件一覧.xlsx には「奈良県庁からサーバ設置場所まではインターネ

ット回線で接続」と記載がありますが、仕様書別紙 1_前提要件_ver3.pdf の図には奈良県

庁とインターネットの間に自治体情報セキュリティクラウドがあります。仕様書別紙 1_前

提要件_ver3.pdf が仕様書別紙 4_非機能要件一覧.xls よりも詳細な情報が記載されている

という認識で合っているかご教示いただけますでしょうか。 

記載の認識のとおりです。 



項番 仕様書の該当箇所 質問内容 回答内容 

10 
仕様書別紙 4_非機能要件一覧 

5-1 検証環境 

「検証用環境は、原則前日の業務終了時点の本番環境と同じ状態であること」と記載があ

りますが、検証サーバは利用者が制限されているためユーザー情報は検証環境と本番環境

で異なる状態でもよい認識で合っているかご教示いただけますでしょうか。また、設計書

データについても検証用の設計書データを保存しておくため、検証環境と本番環境で異な

る状態でもよい認識で合っているかご教示いただけますでしょうか。 

記載の認識のとおりです。 

 


